
３
月
24
日
か
ら
、
役
場
本
所
１

階
と
指
江
支
所
１
階
の
窓
口
で
行

う
住
民
票
や
印
鑑
証
明
書
発
行
な

ど
の
手
続
き
で
、
申
請
書
の
記
入

が
不
要
な
「
書
か
な
い
窓
口
」
が

始
ま
り
ま
す
。

窓
口
に
来
ら
れ
た
と
き
に
、
職

員
が
作
成
し
た
届
出
書
を
確
認
し
、

署
名
を
す
る
こ
と
で
手
続
き
が
で

き
る
た
め
、
手
続
き
に
か
か
る
時

間
の
短
縮
と
届
出
書
記
入
の
負
担

が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

対
象
と
な
る
手
続
き
は
次
の
と

お
り
で
、
ほ
か
の
手
続
き
も
随
時

対
象
を
拡
大
し
て
い
き
ま
す
。

申
請
後
の
証
明
書
な
ど
の
受
け

取
り
や
手
数
料
の
支
払
い
方
法
は

変
わ
り
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

問い合わせ先
役場町民保健課戸籍住民係

☎（86）1157［直通］

「
書
か
な
い
窓
口
」
が
始
ま
り
ま
す

　役場本所１階の窓口

〇
対
象
と
な
る
手
続
き

住
民
票
の
写
し
や
印
鑑
登

録
証
明
書
、
戸
籍
謄
抄
本
な

ど
各
種
証
明
書
の
発
行

書
か
な
い
窓
口
の
申
請
方
法
（
イ
メ
ー
ジ
）

①　本人確認書類を提示し、質問事項に答え
るだけで、職員が申請書などを作成します。

②　完成した申請書などの内容を確認し、
署名をするだけで申請ができます。

質問に答えるだけ！署名するだけ！
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